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めに 
 
 
 
 
 

わが国は、これまでに伊勢湾台風や阪神・淡路大震災、東日本大震災など度重なる大

災害を経験し、その甚大な被害により長期間にわたる復旧・復興を繰り返してきました。 

このような事態を避けるためには、まずは人命を守り、そして、経済社会への被害が

致命的なものにならず、迅速に回復する「強さとしなやかさ」を備えた国土、経済社会

システムを平時から構築する継続的な取組みが重要となります。 

これらの視点から、国においては、平成２５年１２月に、「強くしなやかな国民生活

の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法（以下「基本法」という。）」

を公布・施行され、大規模自然災害に備えた国土の全域にわたる強靱な国づくりに向け

て、国土強靱化に関する施策を総合的かつ計画的に推進することが定められました。基

本法においては、「今すぐにでも発生し得る大規模自然災害等に強い国土及び地域を作

る」ことが求められており、その実現のため、国においては、「国土強靱化基本計画を

定め」（第１０条）、都道府県・市町村においては、「国土強靱化地域計画を定めること

ができる」（第１３条）とされています。 

以上のことから、基本法の理念に基づく「甲賀市国土強靱化地域計画（以下「地域

計画」という。）」を策定し、施設の耐震化等の様々な施策により「強さ」と「しなや

かさ」を持った安全・安心な国土・地域・経済社会の構築に向けた「国土強靱化」を

推進いたします。 

 

 

  

はじめに 
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滋賀県 

甲賀市 

 
 

 

１．甲賀市の概要 

（１）地勢 

  本市は、滋賀県の東南部に位置し、東部は三重県に、西部は大津市に、南部は信楽

高原を隔てて三重県・京都府に、北部は栗東市、湖南市、蒲生郡竜王町・日野町及び

東近江市と接しており、東西に約４３．８キロメートル、南北に約２６．８キロメー

トル、面積４８１．６２平方キロメートルで県土の約１２％を有しています。 

本市東部には、綿向山（１，１１０ｍ）、雨乞岳（１，２３８ｍ）、御在所岳（１，

２０９ｍ）、鎌ケ岳（１，１５７ｍ）等の国定公園に指定されている鈴鹿連峰がそび

え、西南部には「信楽高原」と呼ばれる丘陵性山地が連なっています。森の豊かな山々

は、淀川水系の野洲川、杣川及び大戸川を中心とする多数の河川の水源となり、琵琶

湖及び瀬田川に注いでおり、琵琶湖は、その水量も水質も、これらの水源涵養の森に

よって守られています。 

また、平野部は、これらの河川に沿って拓けられ、水利の良さを生かした稲作が古

くから行われ、野洲川に沿って、近畿圏と中部圏を接続する国道１号が通り、主要地

方道草津伊賀線や国道 307 号、更には新名神高速道路が地域を横断する広域交通拠点

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 地域計画の基本的な考え方 
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（２）地質 

  本市の地盤は、山間部においては花崗岩を中心に古生層等を基岩としており、低地

部は古琵琶湖層、沖積層で形成されています。分布の割合では古琵琶湖層が多くなっ

ており、沖積層が続いています。 

また、市域に係る活断層には、頓宮断層帯と鈴鹿西縁断層帯があります。それぞれ

の平均的な活動期間は１万年以上であると推定されています。活断層は、「生きてい

る断層」といわれており、最新の研究から、地震と密接な関係にあることが明らかに

されています。それぞれの断層を震源とする地震が発生する可能性は、我が国の活断

層の中ではやや高いグループに属しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

（３）気象 

  本市は、温暖少雨の瀬戸内式気候の特色をもっていますが、琵琶湖より遠距離にあ

るため、湖の気候調節作用の影響を受けることが少なく、市域は鈴鹿山脈等の高い

山々に囲まれ、そこからの支脈がのびる丘陵地帯も多くあることから、内陸的な気候

要素と山地気候的な性格との両面が見られます。（湖岸地方と比べて日較差・年較差

がそれぞれ大きい） 
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２．国土強靱化の理念 

本市では、地理的・地形的な特性から多くの災害が予想されます。しかし、災害は、

それを迎え撃つ社会の在り方によって被害の状況が大きく異なることから、平時から大

規模自然災害等に備えた地域づくりを行うことが重要です。 

特に、近年の気象状況をみると、記録的な豪雨による土砂災害や浸水被害など、想定

を超える大規模な災害が全国各地で発生しています。 

本市においても、台風や暴風雨による内水氾濫や、本市を貫流する大戸川・野洲川・

杣川等の外水氾濫、また、本市に係る活断層の影響による直下型地震や、南海トラフを

震源とする東海・東南海・南海の三連動による広域地震の影響等、想定を超える災害を

想定しておく必要があり、平時から大規模自然災害等に対する備えを行う地域づくりを

推進することが重要となります。 
 

このため、いかなる自然災害等が発生しても、 
 

① 人命の保護が最大限図られること 

② 市及び地域の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること 

③ 市民の財産及び公共施設に係る被害の最小化 

④ 迅速な復旧復興 
 

を達成すべく、「強さ」と「しなやかさ」を持った安全・安心な国土、地域及び経済社 

会の構築に向けた「国土強靱化」を推進するものとします。 

 

 

３．基本的な方針等 

国土強靱化の理念を踏まえ、事前防災、減災及びその他迅速な復旧復興等に資する大

規模自然災害に備えた本市の全域にわたる強靱なまちづくりについて、東日本大震災等、

過去の災害から得られた経験を最大限活用しつつ、以下の手法に基づき本市の国土強靱

化を推進します。 

（１）国土強靱化の取組姿勢 

短期的な視点によらず、長期的な視野を持って計画的に取り組みます。 

（２）適切な施策の組合せ 

災害リスクから、市民の命を守り被害を最小限に抑えるため、本市の特性に合った

ハード対策及びソフト対策を組み合わせ、効果的に施策を推進します。 

非常時に防災・減災等の効果を発揮することはもちろん、平時においても有効に活

用される対策となるよう工夫することが重要です。 

自助、共助及び公助を適切に組み合わせ、官と民が適切に連携及び役割分担して取

り組みます。 
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（３）効率的な施策の推進 

人口減少等に起因する市民の需要の変化及び社会資本の老朽化等を踏まえた施設

の適正な配置を進めるとともに、財政資金の効率的な使用による施策の持続的な実施

に配慮して施策の重点化を図ります。 

既存の社会資本の有効活用や、効率的かつ効果的な施設管理等により、費用を削減

しつつ効率的に施策を推進します。 

 

 

４．計画の位置づけ 

本計画は、基本法第１３条に基づく国土強靱化地域計画として策定するものであり、

基本計画で示された「基本的な方針」を踏まえる等、調和を保ちつつ（同法第１４条）、

滋賀県国土強靱化地域計画（平成２８年１１月策定、令和７年３月改定）との連携を図

っていきます。 

また、本計画は、市政の基本方針である「甲賀市総合計画」、災害対策基本法に基づ

き災害に対処するための基本的な計画である「甲賀市地域防災計画」等と連携を図りな

がら、本市における国土強靱化施策を推進する上での指針として位置づけるものです。 

なお、本計画では、計画期間は特に定めず、進捗管理（ＰＤＣＡサイクル）を行う中

で、必要に応じて修正できるものとします。 
 
 

【本計画の進捗管理の流れ】  
 

●Plan  

 
 

 
 

 

 
       

●Do                 ●Action 

●Check 
 
 
 
 
 
 
 

STEP1 地域を強靱化する上での目標の明確化 

STEP2 起きてはならない最悪の事態、強靱化施策分野の設定 

STEP3 脆弱性の分析・評価、課題の検討 

STEP5 対応方針について重点化、優先順位付け 

全体の取組みの 
見直し・改善 

STEP4 リスクへの対応方策の検討 

計画的に実施 

結果の評価 
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【国土強靱化地域計画と地域防災計画との違い】 
 

● 「防災」は、地震や洪水などの「リスク」を特定し、そのリスクへの「対応」をとり

まとめるもので、地域防災計画では「地震・風水害・土砂災害編」「風水害・土砂災害

編」「特殊災害（事故災害）編」「復旧・復興編」「原子力災害対策編」のリスクごと

に計画を設定しています。 

● 「国土強靱化」は、リスク毎の対応をまとめるものではなく、①あらゆるリスクを見

据えつつ、②どんな事が起ころうとも最悪な事態に陥る事を避けられるように「強靱」

な行政機能や地域社会、地域経済を事前に作り上げていくものです。 

● 国土強靱化地域計画は、あらゆるリスクを想定しながら「リスクシナリオ（起きては

ならない最悪の事態）」を明らかにし、最悪の事態をもたらさないための事前に取り組

むべき施策を考えるというアプローチから、強靱な仕組みづくり、国づくり、地域づく

りを平時から持続的に展開する強靱化の取組・方向性をとりまとめたものとなります。 

 

 

 

 

【国土強靱化地域計画と地域防災計画との関係イメージ図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

災害発生前           災害発生後 

 社会経済システム 

の強靱化 

災害予防 

 応急体制整備 

 
迅速な復旧・ 

復興体制整備 

応急 

復旧 

復興 

甲賀市国土強靱化地域計画 甲賀市地域防災計画 
甲
賀
市
総
合
計
画 
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本市における強靱化を推進する上での目標等について、令和５年１０月に内閣官房国

土強靱化推進室で策定された「国土強靱化地域計画策定・改定ガイドライン（第２版）

（以下「ガイドライン」という。）」に基づき、次のように定めます。 

 

 

１．想定するリスク 

過去の被災経験や地域特性から、本市において想定するリスクは「大規模地震」及び

「風水害・土砂災害」を中心としつつ、その他あらゆるリスクを見据えた多角的な強靭

化に取り組むこととします。 

 

 

２．基本目標 

大規模地震や風水害・土砂災害等が発生しようとも、 

①  人命の保護が最大限図られること 

②  市及び地域の重要な機能が致命的な障害を受けずに維持されること 

③  市民の財産及び公共施設に係る被害の最小化 

④  迅速な復旧復興 

 

を基本目標とします。 

 

 

３．事前に備えるべき目標 

 基本目標を達成するため、大規模地震又は風水害・土砂災害等が発生した場合に、 

①  直接死を最大限防ぐ 

②  
救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・

避難生活環境を確実に確保することにより、関連死を最大限防ぐ 

③  必要不可欠な行政機能は確保する 

④  経済活動を機能不全に陥らせない 

⑤  
情報通信サービス、電力等ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネ

ットワーク等の被害を最小限に留めるとともに、早期に復旧させる 

⑥  
地域社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で復興できる条件を整備

する 
 

ことを事前に備えるべき目標とします。 

 

第２章 国土強靱化の推進目標 
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４．起きてはならない最悪の事態の設定 

１で設定したリスクに対し、３で設定した事前に備えるべき目標ごとに、下記の２０

項目の「起きてはならない最悪の事態」を設定しました。 

 

事前に備えるべき目標 起きてはならない最悪の事態 

① 直接死を最大限防ぐ 

(1-1) 

大規模地震に伴う、住宅・建物・不特定多数

が集まる施設等の複合的・大規模倒壊による

多数の死傷者の発生 

(1-2) 
地震に伴う密集市街地等の大規模火災の発生

による多数の死傷者の発生 

(1-3) 
突発的又は広域的な洪水に伴う長期的な市街

地等の浸水による多数の死傷者の発生 

(1-4) 
大規模な土砂災害等による多数の死傷者の発

生 

② 

救助・救急、医療活

動が迅速に行われる

とともに、被災者等

の健康・避難生活環

境を確実に確保する

ことにより、関連死

を最大限防ぐ 

(2-1) 
被災地域での食料・飲料水・電力・燃料等、

生命に関わる物資・エネルギー供給の停止 

(2-2) 多数かつ長期にわたる孤立地域等の同時発生 

（2-3） 
自衛隊、警察、消防等の被災等による救助・

救急活動等の絶対的不足 

（2-4） 

医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支

援ルートの途絶、エネルギー供給の途絶によ

る医療機能の麻痺 

(2-5) 
想定を超える大量の帰宅困難者の発生による

混乱 

(2-6) 

劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理がも

たらす、多数の被災者の健康・心理状態の悪

化による死者の発生 

(2-7) 大規模な自然災害と感染症との同時発生 

③ 
必要不可欠な行政機

能は確保する 
(3-1) 

行政機関の職員･施設等の被災による機能の

大幅な低下 
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④ 
経済活動を機能不全

に陥らせない 

（4-1） 
サプライチェーンの寸断等による企業の生産

力・経営執行力低下による競争力の低下 

（4-2） 
食料等の安定供給の停滞に伴う市民生活・地

域経済活動への甚大な影響 

（4-3） 
農地・森林や生態系等の被害に伴う、地域の

荒廃・多面的機能の低下 

⑤ 

情報通信サービス、

電力等ライフライ

ン、燃料供給関連施

設、交通ネットワー

ク等の被害を最小限

に留めるとともに、

早期に復旧させる 

(5-1) 

テレビ・ラジオ放送の中断や通信インフラの

障害により、インターネット・ＳＮＳなど、

災害時に活用する情報サービスが機能停止

し、情報の収集・伝達ができず、避難行動や

救助・支援が遅れる事態 

(5-2) 上下水道施設の長期間にわたる機能停止 

（5-3） 

太平洋ベルト地帯の幹線道路が分断する等、

基幹的陸上交通ネットワークの機能停止によ

る物流・人流への甚大な影響 

⑥ 

地域社会・経済が迅

速かつ従前より強靱

な姿で復興できる条

件を整備する 

(6-1) 
大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞によ

り復興が大幅に遅れる事態 

(6-2) 

貴重な文化財や環境的資産の喪失、地域コミ

ュニティの崩壊等による有形・無形の文化の

衰退・損失 
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前章で設定した最悪の事態を回避するために、ガイドラインに基づき次の手順により

脆弱性評価を行いました。 

 
 

１．現状の把握とリスクの具体化 

「起きてはならない最悪の事態」を回避するために、現在実施している施策（総合計

画において取り組んでいる事業）を特定し、その施策の現状を整理し進捗状況を把握す

るとともに、達成度や進捗を表す指標を抽出しました。その際、各施策の進捗状況を示

す既存の指標を用いるほか、適当な指標がない場合は、新たに指標を設定することとし

ました。 

また、「起きてはならない最悪の事態」に対応するための考え得るリスクを具体化す

るとともに、対策が図られなかった場合の具体的な被害規模を想定することにより、効

率的・効果的な対応が可能となるように工夫しました。 

 
 

２．マトリクスによる分析・評価 

脆弱性の分析・評価に係る一覧性、効率性を確保する観点から、縦軸に２０の「起き

てはならない最悪の事態」、横軸に８つの「個別施策分野」と３つの「横断的施策分野」

を設けたマトリクスを作成し、それぞれの事態と施策分野（横軸と縦軸）が交差するご

とに、現在実施している施策をあてはめ、それらの進捗や課題を踏まえ、脆弱性の分析

を行いました。 
 

個 別 施 策 分 野 

「行政機能／警察・消防等」「住宅・都市」「保健医療・福祉」 

「産業」「交通・物流」「農林水産」「国土保全・土地利用」

「環境」 

横断的施策分野 
「リスクコミュニケーション」「老朽化対策」 

「デジタル活用」 
 

その上で、影響度の大きさ、緊急度、現行の取組の達成度などを踏まえ、プログラム

ごとに脆弱性を総合的に分析・評価しました。 
  

 
 

３．指標の選定 

各プログラムの達成度や進捗を把握するに当たっては、プログラムごとにできる限

り数値化した指標を設定し、それらのうち特に重要と思われる指標については、重要

業績指標（ＫＰＩ）として設定しました。 

なお、これらの指標については、精度、内容等の向上を図るべく、甲賀市総合計画

とも連携しながら継続的に見直しを行うものとします。 

第３章 脆弱性評価について 
 

※ 脆弱性評価の結果については、別添資料のとおり 
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脆弱性評価の結果を踏まえた、「起きてはならない最悪の事態別」の推進方針は、次

のとおりとします。 

 

 

 

 

（１－１）大規模地震に伴う、住宅・建物・不特定多数が集まる施設等の複合的・

大規模倒壊による多数の死傷者の発生 

【推進方針】 
〇 耐震性防火水槽の整備 

〇 消防車両・設備更新の継続実施 

〇 新規消防団員の確保・支援団員制度の普及 

〇 災害時要支援者個別避難計画の作成推進（地域の見守り活動促進） 

〇 公共施設等総合管理計画及び個別施設計画に基づく、公共施設やインフラ 

資産の最適化・長寿命化等の推進 

〇 甲賀市小中学校施設寿命化計画に基づく学校の施設整備 

〇 甲賀市子育て支援施設整備方針及び甲賀市幼稚園・保育園施設長寿命化計画  

  に基づく保育園等の施設整備 

〇 自助力・共助力の強化を目指した防災講座等の実施 

〇 保育園等における防災マニュアル兼事業継続計画の適正管理（策定、改定、 

周知） 

〇 子育て関連施設における避難訓練の実施 

〇 引き続き災害に強い安全な環境を維持するため、老朽化に対する維持管理を

進める 

〇 コミュニティセンターの施設整備 

〇 鉄道施設の適正管理（定期点検、耐震化、老朽化対策等） 

〇 鉄道施設における災害対策訓練の実施 

〇 医療設備・機器等の耐震化 

〇 介護施設・障がい者施設等における耐震化の推進（啓発） 

〇 公営住宅等長寿命化計画に基づく適正管理と用途廃止 

〇 既存建築物耐震改修促進計画に基づく耐震化促進及び吹付けアスベスト等

含有調査の支援 

第４章 国土強靱化の推進方針 

目標１       直接死を最大限防ぐ 

第１節 「起きてはならない最悪の事態」 

における推進方針 
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〇 土砂災害特別警戒区域内の既存建築物を対象に、土砂災害に対する構造耐力 

上の安全性を有していないものに対して、改修に必要な費用を支援する 

【重要業績指標】 
〇 防火水槽の設置数   Ｒ７ ５１７基 → Ｒ８ ５１７基 
〇 災害時要支援者個別避難計画の作成地区数 
             Ｒ７ ８１地域 → Ｒ８ ８５地域 

〇 ハイリスク児・者個別避難計画の作成数（福祉専門職による） 

             Ｒ７  １９件 → Ｒ８  ３０件 
〇 保育園等の耐震化率  Ｒ７  ７２％ → Ｒ８  ７２％ 
〇 社会体育施設の耐震化 Ｒ７ １００％ → Ｒ８ １００％ 
〇 公共施設等総合管理計画の策定 

Ｒ７ 公共施設の最適化に向けた計画の進捗管理 
と推進組織の運営 

→ Ｒ８ 公共施設の最適化に向けた計画の進捗管理 
と推進組織の運営 

〇 木造住宅の耐震診断及び耐震性向上の改修工事への支援件数 
             Ｒ７ 耐震診断５件、改修工事１件 

→ Ｒ８ 耐震診断３件、改修工事１件 
〇 土砂災害特別警戒区域内建築物安全対策補助金交付要綱策定 
             Ｒ７ 事業実施 → Ｒ８ 事業実施  

【推進方針に基づく具体的な取り組み】 

◎ 地元要望と水利状況を踏まえた整備計画の策定 

◎ 消防団組織再編計画の実行 

◎ 緊急防災・減災事業債 

◎ 消防施設長寿命化計画に基づく整備 

◎ 避難行動要支援者支援事業 

◎ 線路整備更新事業（信楽線第三種鉄道事業） 

・地域公共交通確保維持改善事業費補助（鉄道軌道安全輸送設備等整備事業） 

・鉄道施設総合安全対策事業費補助（鉄道軌道安全輸送設備等整備事業） 

◎ 市営住宅住み替え事業 

◎ 民間賃貸住宅家賃補助事業 

◎ 住宅・建築物安全ストック形成事業 

◎ 住宅・建築物土砂災害対策改修促進補助金事業  

◎ 最適化に向けた推進組織の運営 

 

（１－２）地震に伴う密集市街地等の大規模火災の発生による多数の死傷者の発

生 

【推進方針】 
〇 耐震性防火水槽の整備 

〇 消防車両・設備更新の継続実施 

〇 新規消防団員の確保、支援団員制度の普及 

〇 自主防災組織への活動支援 
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〇 拠点の整理統合と整備 

〇 公園施設長寿命化計画に基づく、公園施設の整備 

〇 災害時要支援者個別避難計画の作成推進（地域の見守り活動促進） 

〇 介護施設・障がい者施設等でのスプリンクラー設置運用の推進（定期点検、 

設置啓発） 

〇 公共施設等総合管理計画及び個別施設計画に基づく、公共施設やインフラ資産 

  の最適化・長寿命化等の推進 

〇 甲賀市小中学校施設寿命化計画に基づく学校の施設整備 

〇 甲賀市子育て支援施設整備方針及び甲賀市幼稚園・保育園施設長寿命化計画  

  に基づく保育園等の施設整備 

〇 自助力・共助力の強化を目指した防災講座等の実施 

〇 保育園等における防災マニュアル兼事業継続計画の適正管理（策定、改定、 

周知） 

〇 子育て関連施設における避難訓練の実施 

〇 引き続き災害に強い安全な環境を維持するため、老朽化に対する維持管理を

進める 

〇 コミュニティセンターの施設整備 

【重要業績指標】 
〇 防火水槽の設置数   Ｒ７  ５１７基 → Ｒ８  ５１７基 
〇 自主防災組織の組織率 Ｒ７ ８２．７％ → Ｒ８ ８３．３％ 
〇 防災拠点の整備    Ｒ７   １箇所 → Ｒ８   １箇所 
〇 災害時要支援者個別避難計画の作成数 
             Ｒ７ ８１地域 → Ｒ８ ８５地域 

〇 ハイリスク児・者個別避難計画の作成数（福祉専門職による） 

             Ｒ７  １９件 → Ｒ８  ３０件 

〇 市内の介護サービス事業所におけるスプリンクラー設備整備率 
             Ｒ７ １００％ → Ｒ８ １００％ 
〇 保育園等耐震化率   Ｒ７  ７２％ → Ｒ８  ７２％ 
〇 社会体育施設の耐震化 Ｒ７ １００％ → Ｒ８ １００％ 
〇 公共施設等総合管理計画の策定 

Ｒ７ 公共施設の最適化に向けた計画の進捗管理 
と推進組織の運営 

→ Ｒ８ 公共施設の最適化に向けた計画の進捗管理 
と推進組織の運営 

【推進方針に基づく具体的な取り組み】 

◎ 緊急防災・減災事業債 

◎ 消防施設長寿命化計画に基づく整備 

◎ 公園施設整備事業 

◎ 自主防災総合補助金 

◎ コミュニティ助成事業 

◎ 地元要望と水利状況を踏まえた整備計画の策定 
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◎ 消防団組織再編計画の実行 

◎ 最適化に向けた推進組織の運営 

◎ 避難行動要支援者支援事業 

 

（１－３）突発的又は広域的な洪水に伴う長期的な市街地等の浸水による多数の

死傷者の発生 

【推進方針】 
〇 防災マップ（洪水ハザードマップ含む）の周知・活用 

〇 雨水渠や河川水路の計画的整備の実施 

〇 河川改修の整備促進（県連携） 

〇 河川浚渫等の維持管理の実施（県連携・市単独） 

〇 大戸川ダムの整備促進（国・県連携） 

〇 災害時要支援者個別避難計画の作成推進（地域の見守り活動促進） 

〇 医療施設における避難訓練の実施 

【重要業績指標】 
〇 災害時要支援者個別避難計画の作成数 

Ｒ７ ８１地域 → Ｒ８ ８５地域 

〇 ハイリスク児・者個別避難計画の作成数（福祉専門職による） 

              Ｒ７ １９件  → Ｒ８ ３０件 
〇 浸水対策整備率     Ｒ７ ６７％  → Ｒ８ ６９％ 

【推進方針に基づく具体的な取り組み】 

◎ 防災マップを活用した講座の実施 

◎ 防災・安全交付金事業 

・中央雨水幹線 

・貴生川雨水幹線 

・雨水管理総合計画 

◎ 河川改修・整備（県連携） 

・杣川 

・思川 

・滝川 

・和田川 

・野洲川 

・大戸川 

・信楽川 

◎ 緊急浚渫推進事業債の活用 

・野洲川及びその支流 

・大戸川及びその支流 

・信楽川(一次)及びその支流 

◎ 大戸川ダム事業の整備促進 

◎ 主要地方道栗東信楽線付け替え道路の整備促進 

◎ 避難行動要支援者支援事業 
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（１－４）大規模な土砂災害等による多数の死傷者の発生 

【推進方針】 
〇 防災マップ（洪水ハザードマップ含む）の周知・活用 

〇 災害時要支援者個別避難計画の作成推進（地域の見守り活動促進） 

〇 外国人市民に対する防災情報の提供等、災害時支援体制の構築（国際交流 

協会等との連携） 

〇 土砂災害危険箇所の整備に向けた、急傾斜地崩壊防止施設・砂防施設等の 

整備促進 

〇 公共土木施設災害の速やかな復旧の実施 

〇 河川浚渫等の維持管理の実施（県連携・市単独） 

〇 雨水渠や河川水路の計画的整備の実施 

〇 災害ハザードエリアにおける開発抑制 

〇 宅地耐震化推進事業の実施 

【重要業績指標】 
〇 災害時要支援者個別避難計画の作成数 
              Ｒ７ ８１地域 → Ｒ８ ８５地域 

〇 ハイリスク児・者個別避難計画の作成数（福祉専門職による） 

              Ｒ７  １９件 → Ｒ８ ３０件 
〇 災害時多言語情報センター設置・運営訓練 
              Ｒ７  年１回 → Ｒ８ 年２回 
〇 浸水対策整備率     Ｒ７  ６７％ → Ｒ８ ６９％ 

【推進方針に基づく具体的な取り組み】 

◎ 防災マップを活用した講座の実施 

◎ 避難行動要支援者支援事業 

◎ 災害時多言語情報センターの機能強化 

◎ 災害時に対応できる人材の確保及び育成 

◎ 避難所における外国人受入の体制整備 

◎ 滋賀県市町急傾斜地崩壊対策事業補助金 

◎ 補助砂防事業 

・中手川支流 

・久保川支流 

・信楽川支流 

・中谷川支流 

・堂山川支流 

◎ 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担金 

◎ 緊急浚渫推進事業債の活用 

・野洲川及びその支流 

・大戸川及びその支流 

・信楽川(一次)及びその支流 

◎ 防災・安全交付金事業 

・中央雨水幹線 
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・貴生川雨水幹線 

・雨水管理総合計画 

 

 

 

 

 

 

（２－１）被災地域での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネ

ルギー供給の停止 

【推進方針】 
〇 日常備蓄（ローリングストック方式）に向け、災害発生後３日分の非常用 

  食料の備蓄の実施（地域に向けた啓発を含む） 

○ 指定避難所や在宅避難における避難生活環境改善に向けた資機材等の整備

の推進 

〇 防災拠点となる避難施設及び倉庫の整備 

〇 多様な主体との災害時応援協定締結の拡大推進 

〇 応援物資集積拠点の確保・整備 

〇 重要給水施設に接続する配水池の設備機能向上（緊急遮断弁の設置等） 

〇 公共下水道及び農業集落排水処理施設の整備が当分の間、見込まれない地域 

における合併浄化槽の設置整備の促進（適正な汚水処理の推進） 

〇 汚水処理施設の計画的な整備促進 

〇 給水事業の継続性、早急な復旧のための事業継続計画（ＢＣＰ）の策定実践 

〇 道路整備基本計画等に基づく、幹線道路や生活道路の計画的整備 

〇 災害時等に輸送路となる幹線道路等の安全性向上（整備促進） 

〇 道路重要構造物である「橋梁・トンネル」の定期点検の実施 

〇 橋梁長寿命化修繕計画に基づく橋梁修繕の実施、並びに計画の適宜改訂 

【重要業績指標】 
〇 非常用食料の備蓄数 
             Ｒ７ ６９，８５８食 → Ｒ８ ７０，０００食 
〇 防災地区倉庫数    Ｒ７    ５１箇所 → Ｒ８    ５１箇所 
〇 災害応援協定数    Ｒ７   １５６指定 → Ｒ８   １５７指定 
〇 配水池緊急遮断弁設置数 
             Ｒ７     ７箇所 → Ｒ８     ７箇所 
〇 上水道業務継続計画（ＢＣＰ）策定率 
             Ｒ７    １００％ → Ｒ８    １００％ 
〇 汚水処理人口普及率   Ｒ７   ９７．８％ → Ｒ８   ９９．１％ 
〇 道路整備基本計画等整備率（事業完了路線数／対象路線数） 
            Ｒ７     ３１％ → Ｒ８     ３１％ 

目標２ 救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、 

被災者等の健康・避難、生活環境を確実に確保する 

ことにより、関連死を最大限防ぐ 



17 
 

〇 道路維持補修整備率 Ｒ７  ５％ → Ｒ８  ６％ 
〇 橋梁定期点検数   Ｒ７ ６５９橋（３巡目） 

→ Ｒ８ ６５９橋（３巡目） 
〇 トンネル定期点検数 Ｒ５ ５箇所（３巡目） 

  ※４巡目点検はＲ１０に実施予定 
〇 橋梁長寿命化対策整備率 Ｒ７  ８％ → Ｒ８  ９％ 
【推進方針に基づく具体的な取り組み】 

◎ 災害時受援計画に基づく訓練の実施 

◎ 避難所環境整備事業（ＴＫＢの備蓄・整備） 

◎ 水口調整池（城山高区配水池）緊急遮断弁整備事業 

◎ 信楽中央配水池緊急遮断弁整備事業 

◎ 滋賀県水道協会による市町連携（資機材情報データベース活用） 

◎ 事業継続計画策定事業（風水害・地震等対策） 

◎ 浄化槽設置整備事業 

 （循環型社会形成推進交付金、地方創生汚水処理施設整備推進交付金） 

◎ 浄化槽設置面的整備事業 

◎ 下水道対象区域外浄化槽設置事業 

◎ 浄化槽維持管理事業 

◎ 社会資本整備総合交付金事業 

・農業集落排水接続 他 

◎ 地方創生汚水処理施設整備推進交付金事業 

・長野地区 他 

◎ 幹線道路・生活道路の計画的整備（道路整備基本計画等） 

・下山・柳瀬幹線 

・南土山・神線 

・次良九郎線 

・(仮称)甲賀北工業団地線 

・泉・北脇幹線 

・西名坂・中切線 

・水口北内貴線 

◎ 防災・安全交付金事業 

・泉・下山幹線 

◎ 社会資本整備総合交付金事業 

・虫生野希望ケ丘線 

・勅旨田代線 

・御輿道 

・貴生川・宝木幹線 

◎ 道路メンテナンス事業補助 

・新町・貴生川幹線 

◎ 幹線道路等の安全性向上（整備促進） 

◎ 市内１・２級道路数 １５０路線 

◎ 防災・安全交付金事業 

・北脇・宇川線 

・山･下山幹線 

・樋下・綾野線 
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・新町・貴生川幹線 

・頓宮片山線 

・水口工業団地線 

・新研臼線 

・春日・鈴幹線 

・池田中央線 

◎ 橋梁点検 

○ 道路メンテナンス事業補助 

・点検対象橋梁数６５９橋 

◎ トンネル 

○ 道路メンテナンス事業補助 

・無名トンネル(新名神) 

・滝山田隧道 

・へつじ隧道 

・南山田隧道 

・松迫隧道 

◎ 橋梁修繕・計画の適宜改訂（橋梁長寿命化修繕計画） 

［橋梁数：６５９橋］ 

○ 道路メンテナンス事業補助 

・野田橋 

・杣川大橋 

・宇川線 

・久保橋 

・宇川・貴生川２号線１号橋 

 

（２－２）多数かつ長期にわたる孤立地域等の同時発生 

【推進方針】 
〇 日常備蓄（ローリングストック方式）に向け、災害発生後３日分の非常用 

  食料の備蓄の実施（地域に向けた啓発を含む） 

○ 指定避難所や在宅避難における避難生活環境改善に向けた資機材等の整備

の推進 

〇 指定避難所（公共施設）の整備促進 

〇 福祉避難所の整備促進 

〇 公共施設を早期開設避難場所としての風雨が激しくなる前に開設、地元集会

所等は自主避難場所として開設 

〇 道路整備基本計画等に基づく、幹線道路や生活道路の計画的整備 

〇 災害時等に輸送路となる幹線道路等の安全性向上（整備促進） 

〇 道路重要構造物である「橋梁・トンネル」の定期点検の実施 

〇 橋梁長寿命化修繕計画に基づく橋梁修繕の実施、並びに計画の適宜改訂 

〇 公共土木施設災害の速やかな復旧の実施 
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〇 国道整備の推進（国・県連携） 

〇 県道整備の推進（県連携） 

【重要業績指標】 
〇 孤立が想定される地域の非常用食料の備蓄数 
         Ｒ７ ６９，８５８食  → Ｒ８ ７０，０００食 
〇 道路整備基本計画等整備率（事業完了路線数／対象路線数） 
         Ｒ７     ３１％  → Ｒ８     ３１％ 
〇 橋梁定期点検数 

Ｒ７ ６５９橋（３巡目）→ Ｒ８ ６５９橋（３巡目） 
〇 トンネル定期点検数 

Ｒ５  ５箇所（３巡目） 
※４巡目点検はＲ１０に実施予定 

〇 橋梁長寿命化対策整備率  Ｒ７ ８％ → Ｒ８ ９％ 
〇 道路維持補修整備率    Ｒ７ ５％ → Ｒ８ ６％ 

【推進方針に基づく具体的な取り組み】 

◎ 地域防災計画に位置付けて整理 

◎ 避難所環境整備事業（ＴＫＢの備蓄・整備） 

◎ 幹線道路・生活道路の計画的整備（道路整備基本計画等） 

・下山・柳瀬幹線 

・南土山・神線 

・次良九郎線 

・泉・北脇幹線 

・西名坂・中切線 

・水口北内貴線 

○ 防災・安全交付金事業 

・泉・下山幹線 

○ 社会資本整備総合交付金事業 

・虫生野希望ケ丘線 

・勅旨田代線 

・御輿道 

・貴生川・宝木幹線 

○ 道路メンテナンス事業補助 

・新町・貴生川幹線 

◎ 幹線道路等の安全性向上（整備促進） 

◎ 市内１・２級道路数 １５０路線 

◎ 防災・安全交付金事業 

・北脇・宇川線 

・山･下山幹線 

・樋下・綾野線 

・新町・貴生川幹線 

・頓宮片山線 

・水口工業団地線 

・新研臼線 

・春日・鈴幹線 
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・池田中央線 

◎ 橋梁点検 

○ 道路メンテナンス事業補助 

・点検対象橋梁数６５９橋 

◎ トンネル 

○ 道路メンテナンス事業補助 

・無名トンネル(新名神) 

・滝山田隧道 

・へつじ隧道 

・南山田隧道 

・松迫隧道 

◎ 橋梁修繕・計画の適宜改訂（橋梁長寿命化修繕計画） 

 ［橋梁数：６５９橋］ 

○ 道路メンテナンス事業補助 

・野田橋 

・杣川大橋 

・宇川橋 

・久保橋 

・宇川・貴生川２号線１号橋 

◎ 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担金 

◎ 国道整備推進（国・県連携） 

・国道１号 

・国道３０７号 

・国道４２２号 

◎ 県道整備促進（県連携） 

・県道水口甲南線 

・主要地方道木津信楽線 

・県道山名坂線 

・県道水口竜王線 

・県道南土山甲賀線 

・主要地方道甲賀土山線 

・県道増田水口線 

・主要地方道草津伊賀線 

・県道泉水口線 

・県道杉谷嶬峨線 

・主要地方道東湯舟甲賀線 

・主要地方道甲南阿山伊賀線 

・主要地方道土山蒲生近江八幡線 

・主要地方道栗東信楽線 

・県道貴生川停車場線 

・県道上馬杉野尻線 

・県道日野徳原線 

・県道鮎河猪鼻線 
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（２－３）自衛隊、警察、消防等の被災等による救助･救急活動等の絶対的不足 

【推進方針】 
〇 災害規模や被災地ニーズに応じて受援が円滑に行われるよう、国・県の指針 

に基づいた具体的方策の検討 

〇 多様な主体との災害時応援協定締結の拡大推進 

〇 自衛隊・警察・消防等との合同訓練の実施に向けた、関係機関との調整 

【重要業績指標】 
〇 訓練回数  Ｒ７ 近畿：９年に１回 県：７年に１回 市：１年に１回 

→Ｒ８ 近畿：９年に１回 県：７年に１回 市：１年に１回 

【推進方針に基づく具体的な取り組み】 

◎ 災害時受援計画に基づく訓練の実施 

◎ 市総合防災訓練や甲賀広域消防連合夏期訓練の実施 

 

（２－４）医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶、 

エネルギー供給の途絶による医療機能の麻痺 

【推進方針】 

〇 県や各医療機関、医師会等各種団体と連携等による、災害時医療体制の充実 

〇 医療設備・機器等の耐震化 

〇 災害拠点病院（公立甲賀病院）との連携 

〇 地域防災計画に基づく災害時医療救護所の設置推進 

〇 道路整備基本計画等に基づく、幹線道路や生活道路の計画的整備 

〇 道路重要構造物である「橋梁・トンネル」の定期点検の実施 

〇 橋梁長寿命化修繕計画に基づく橋梁修繕の実施、並びに計画の適宜改訂 

〇 災害時等に輸送路となる幹線道路等の安全性向上（整備促進） 

〇 国道整備の推進（国・県連携） 

〇 県道整備の推進（県連携） 

〇 医療用備蓄品の適正管理 

〇 災害時における在宅医療対応の啓発 

〇 災害ボランティア活動支援に向けた体制の構築（社会福祉協議会連携） 

【重要業績指標】 
〇 道路整備基本計画等整備率（事業完了路線数／対象路線数） 
            Ｒ７  ３１％ → Ｒ８  ３１％ 
〇 橋梁定期点検数   Ｒ７ ６５９橋（３巡目） 

→ Ｒ８ ６５９橋（３巡目） 
〇 トンネル定期点検数 Ｒ５  ５箇所（３巡目） 

  ※４巡目点検はＲ１０に実施予定 
〇 橋梁長寿命化対策整備率  Ｒ７  ８％ → Ｒ８  ９％ 
〇 道路維持補修整備率    Ｒ７  ５％ → Ｒ８  ６％ 
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○医療用備蓄品の更新  Ｒ７ 医療用備蓄品５種 → 医療用備蓄品５種 
【推進方針に基づく具体的な取り組み】 

◎ 幹線道路・生活道路の計画的整備（道路整備基本計画等） 

・下山・柳瀬幹線 

・南土山・神線 

・次良九郎線 

・泉・北脇幹線 

・西名坂・中切線 

・水口北内貴線 

○ 防災・安全交付金事業 

・泉・下山幹線 

○ 社会資本整備総合交付金事業 

・虫生野希望ケ丘線 

・勅旨田代線 

・御輿道 

・貴生川・宝木幹線 

○ 道路メンテナンス事業補助 

・新町・貴生川幹線 

◎ 橋梁点検 

○ 道路メンテナンス事業補助 

・点検対象橋梁数６５９橋 

◎ トンネル 

○ 道路メンテナンス事業補助 

・無名トンネル(新名神) 

・滝山田隧道 

・へつじ隧道 

・南山田隧道 

・松迫隧道 

◎ 橋梁修繕・計画の適宜改訂（橋梁長寿命化修繕計画） 

［橋長１５ⅿ以上の橋梁数：１７１橋］ 

○ 道路メンテナンス事業補助 

・野田橋 

・杣川大橋 

・宇川橋 

・久保橋 

・宇川・貴生川２号線１号橋 

◎ 幹線道路等の安全性向上（整備促進） 

○ 市内１・２級道路数 １５０路線 

○ 防災・安全交付金事業 

・北脇・宇川橋 

・山･下山幹線 

・樋下・綾野線 

・新町・貴生川幹線 

・頓宮片山線 

・水口工業団地線 
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・新研臼線 

・春日・鈴幹線 

・池田中央線 

◎ 国道整備推進（国・県連携） 

・国道１号 

・国道３０７号 

・国道４２２号 

◎ 県道整備促進（県連携） 

・県道水口甲南線 

・主要地方道木津信楽線 

・県道山名坂線 

・県道水口竜王線 

・県道南土山甲賀線 

・主要地方道甲賀土山線 

・県道増田水口線 

・主要地方道草津伊賀線 

・県道泉水口線 

・県道杉谷嶬峨線 

・主要地方道東湯舟甲賀線 

・主要地方道甲南阿山伊賀線 

・主要地方道土山蒲生近江八幡線 

・主要地方道栗東信楽線 

・県道貴生川停車場線 

・県道上馬杉野尻線 

・県道日野徳原線 

・県道鮎河猪鼻線 

◎ 甲賀市社会福祉協議会ボランティアセンター事業 

 

（２－５）想定を超える大量の帰宅困難者の発生による混乱 

【推進方針】 

〇 指定避難所（公共施設）の整備促進 

〇 日常備蓄（ローリングストック方式）に向け、災害発生後３日分の非常用 

  食料の備蓄の実施（地域に向けた啓発を含む） 

○ 指定避難所や在宅避難における避難生活環境改善に向けた資機材等の整備

の推進 

○ 道路整備基本計画等に基づく、幹線道路や生活道路の計画的整備 

【重要業績指標】 
〇 非常用食料の備蓄数 Ｒ７ ６９，８５８食 → Ｒ８ ７０，０００食 

○ 道路整備基本計画等整備率（事業完了路線数／対象路線数） 
            Ｒ７  ３１％ → Ｒ８  ３１％ 
【推進方針に基づく具体的な取り組み】 
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◎ 地域防災計画に位置付けて整理 

◎ 避難所環境整備事業（ＴＫＢの備蓄・整備） 

◎ 幹線道路・生活道路の計画的整備（道路整備基本計画等） 

・下山・柳瀬幹線 

・南土山・神線 

・次良九郎線 

・泉・北脇幹線 

・西名坂・中切線 

・水口北内貴線 

○ 防災・安全交付金事業 

・泉・下山幹線 

○ 社会資本整備総合交付金事業 

・虫生野希望ケ丘線 

・勅旨田代線 

・御輿道 

・貴生川・宝木幹線 

○ 道路メンテナンス事業補助 

・新町・貴生川幹線 

 

（２－６）劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理がもたらす、多数の被災者の

健康・心理状態の悪化による死者の発生 

【推進方針】 

〇 甲賀市小中学校施設長寿命化計画に基づく学校の施設整備 

○ 災害時における健康相談体制の確立 

○ 難病患者等に対する避難情報の提供 

〇 介護施設等における非常用自家発電設備の整備、施設の老朽化に伴う大規模

修繕等の推進 

【重要業績指標】 
〇 社会体育施設の耐震化 Ｒ７ １００％ → Ｒ８ １００％ 

 

（２－７）大規模な自然災害と感染症との同時発生 

【推進方針】 
○ 感染症対策をとった早期開設避難場所の開設運営訓練実施 

○ 感染者発生状況の情報提供 

○ 感染症対策に必要な物資・資材の確保 

〇 平時から予防接種の推進 

○ 下水道施設の耐震化 

【重要業績指標】 
○ 早期開設避難場所の開設運営訓練実施数 Ｒ７ １回 → Ｒ８ １回 



25 
 

○ ６５歳以上インフルエンザ予防接種率 

Ｒ７ ５４．５％ → Ｒ８ ５０％以上 

〇 下水道管渠の耐震化率 Ｒ７ ９１．６５％ → Ｒ８ ９１．８７％ 

【推進方針に基づく具体的な取り組み】 

◎ 避難所運営訓練を地域住民と市職員・学校関係者等で実施し、初期対応と関

係者間の情報連携を図る 

◎ 防災・安全社会資本整備交付金事業 

 ・下水道施設地震対策計画の策定 

 ・管路、処理場、ポンプ場の補強・更新等 

 

 

 

 

 

（３－１）行政機関の職員･施設等の被災による機能の大幅な低下 

【推進方針】 

〇 業務継続計画に基づき、職員・執務環境・物資・情報及びライフライン等の 

「資源」に大きな制約がある状況下においても、実施すべき業務をあらかじ 

め特定し、業務の実施に必要な「資源」の確保や配分等についての検討 

〇 防災情報システム整備による情報一元化や、職員の状況認識の統一化（情報 

体制の構築） 

【重要業績指標】 
〇 業務継続計画策定  Ｒ７ 未更新 → Ｒ８ 更新 

【推進方針に基づく具体的な取り組み】 

◎ 業務継続計画の更新 

◎ 甲賀市総合防災訓練 

◎ 緊急情報伝達システム保守点検業務 
 

 

 

 

 

（４－１）サプライチェーンの寸断等による企業の生産力・経営執行力低下によ

る競争力の低下 

【推進方針】 

〇 耐震性防火水槽の整備 

〇 消防車両・設備更新の継続実施 

〇 新規消防団員の確保、支援団員制度の普及 

目標３    必要不可欠な行政機能は確保する 

目標４    経済活動を機能不全に陥らせない 
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〇 道路整備基本計画等に基づく、幹線道路や生活道路の計画的整備 

〇 経済団体等との協力・連携による、民間事業所（金融機関含む）に向けた 

事業継続計画策定支援及び普及活動の実施 

【重要業績指標】 
〇 防火水槽の設置数   Ｒ７ ５１７基 → Ｒ８ ５１７基 
〇 道路整備基本計画等整備率（事業完了路線数／対象路線数） 
             Ｒ７  ３１％ → Ｒ８  ３１％ 

【推進方針に基づく具体的な取り組み】 

◎ 消防団組織再編計画の実行 

◎ 緊急防災・減災事業債 

◎ 消防施設長寿命化計画に基づく整備 

◎ 幹線道路・生活道路の計画的整備（道路整備基本計画等） 

・下山・柳瀬幹線 

・南土山・神線 

・次良九郎線 

・泉・北脇幹線 

・西名坂・中切線 

・水口北内貴線 

○ 防災・安全交付金事業 

・泉・下山幹線 

○ 社会資本整備総合交付金事業 

・虫生野希望ケ丘線 

・勅旨田代線 

・御輿道 

・貴生川・宝木幹線 

○ 道路メンテナンス事業補助 

・新町・貴生川幹線 

 ・小規模事業者支援法に基づく事業継続力強化支援計画を甲賀市商工会と共同 

  で令和２年３月に策定した 

 ・小規模事業者以外の事業所については、甲賀市商工会や甲賀市工業会を通じ 

  て事業継続計画策定の働きかけを行う 

○ 金融機関に対し、市内金融協議会を通じて事業継続計画策定の働きかけを行 

う 

 

（４－２）食料等の安定供給の停滞に伴う、市民生活・地域経済活動への甚大 

な影響 

【推進方針】 

〇 道路整備基本計画等に基づく、幹線道路や生活道路の計画的整備 

〇 道路重要構造物である「橋梁・トンネル」の定期点検の実施 

〇 橋梁長寿命化修繕計画に基づく橋梁修繕の実施、並びに計画の適宜改訂 

〇 災害時等に輸送路となる幹線道路等の安全性向上（整備促進） 

〇 多様な主体との災害時応援協定締結の拡大推進 
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【重要業績指標】 
〇 道路整備基本計画等整備率（事業完了路線数／対象路線数） 
              Ｒ７ ３１％ → Ｒ８ ３１％ 
〇 橋梁定期点検数     Ｒ７ ６５９橋（３巡目） 

→ Ｒ８ ６５９橋（３巡目） 
〇 トンネル定期点検数   Ｒ５  ５箇所（３巡目） 

  ※４巡目点検はＲ１０に実施予定 
〇 橋梁長寿命化対策整備率 Ｒ７  ８％  → Ｒ８  ９％ 
〇 道路維持補修整備率   Ｒ７  ５％ → Ｒ８  ６％ 

〇 災害応援協定数     Ｒ７ １５３指定 → Ｒ８ １５７指定 
【推進方針に基づく具体的な取り組み】 

◎ 幹線道路・生活道路の計画的整備（道路整備基本計画等） 

・下山・柳瀬幹線 

・南土山・神線 

・次良九郎線 

・泉・北脇幹線 

・西名坂・中切線 

・水口北内貴線 

○ 防災・安全交付金事業 

・泉・下山幹線 

○ 社会資本整備総合交付金事業 

・虫生野希望ケ丘線 

・勅旨田代線 

・御輿道 

・貴生川・宝木幹線 

○ 道路メンテナンス事業補助 

・新町・貴生川幹線 

◎ 橋梁点検 

○ 道路メンテナンス事業補助 

・点検対象橋梁数６５９橋 

◎ トンネル 

○ 道路メンテナンス事業補助 

・無名トンネル(新名神) 

・滝山田隧道 

・へつじ隧道 

・南山田隧道 

・松迫隧道 

◎ 橋梁修繕・計画の適宜改訂（橋梁長寿命化修繕計画） 

 ［橋長１５ⅿ以上の橋梁数：１７１橋］ 

○ 道路メンテナンス事業補助 

・野田橋 

・杣川大橋 

・宇川橋 

・久保橋 
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・宇川・貴生川２号線１号橋 

◎ 幹線道路等の安全性向上（整備促進） 

○ 市内１・２級道路数 １５０路線 

○ 防災・安全交付金事業 

・北脇・宇川線 

・山･下山幹線 

・樋下・綾野線 

・新町・貴生川幹線 

・頓宮片山線 

・水口工業団地線 

・新研臼線 

・春日・鈴幹線 

・池田中央線 

◎ 災害時受援計画に基づく訓練の実施 

 

（４－３）農地・森林や生態系等の被害に伴う、地域の荒廃・多面的機能の低下 

【推進方針】 

〇 農地保全に係る地域活動への支援（多面的機能支払交付金事業の推進） 

〇 中山間地域における農地保全に係る地域活動への支援（中山間地域等直接支 

払交付金事業の推進） 

〇 ため池ハザードマップの作成・周知 

〇 現在および近い将来において、利用されていないため池の廃止を検討 

〇 老朽化した農業用ため池の施設更新（県営事業） 

〇 老朽化した農業用施設の更新 

〇 国営防災事業で整備された施設（基幹水利施設）の適正な維持管理 

〇 里山林をはじめとする森林の適正な保全管理 

〇 市森林整備計画の「基幹路網の整備計画」に掲載されている林道の整備 

〇 林道の個別施設計画(長寿命化)に基づく橋梁点検と補修・更新整備 

〇 治山事業による山地災害の防止と森林の適正な保全管理 

〇 鳥獣被害の防除・軽減を目的とした地域ぐるみの取り組みの支援 

【重要業績指標】 
〇（中山間地域）農地保全活動取組面積 
              Ｒ７ ５０３ｈａ → Ｒ８ ５０３ｈａ 
〇 防災重点農業用ため池ハザードマップ作成箇所 
              Ｒ７  ７２池  → Ｒ８  ７２池 
〇 ため池廃止箇所     Ｒ７   ７池  → Ｒ８   ７池 
〇 農業用施設（ため池）の防災減災対策工事箇所 
              Ｒ７   １箇所 → Ｒ８   １箇所 
〇 間伐等の森林整備面積  Ｒ７ ２７５ｈａ → Ｒ８ ６４０ｈａ 

【推進方針に基づく具体的な取り組み】 
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◎ 多面的機能支払交付金事業 

◎ 中山間地域等直接支払交付金事業 

◎ 農業水路等長寿命化・防災減災事業 

・ため池ハザードマップ作成：防災重点農業用ため池７２池 

◎ 農村地域防災減災事業 

・ため池整備工事（杣中大池地区、西ノ飼戸池地区、大谷池地区、岩尾池地区、

石節池地区）５箇所 

◎ 農村振興事業(農村集落基盤再編・整備事業、農地防災事業、農業水路等長寿 

命化・防災減災事業、水利施設等保全高度化事業) 

◎ 農道整備事業（通作条件整備保全対策型） 

・甲賀広域農道 他 

◎ 農業生産基盤整備事業 

・基幹水利施設管理事業：野洲川ダム、水口頭首工 

◎ 森林・山村多面的機能発揮対策交付金事業 

◎ 農山漁村地域整備交付金事業 

◎ 地方創生整備推進交付金事業 

◎ 造林事業 

◎ 治山事業 

◎ 林道事業 

◎ 獣害防止対策事業 

 

 

 

 

 

 

（５－１）テレビ・ラジオ放送の中断や通信インフラの障害により、インターネ 

ット・ＳＮＳなど、災害時に活用する情報サービスが機能停止し、情

報の収集・伝達ができず、避難行動や救助・支援が遅れる事態 

【推進方針】 
〇 市庁舎等の防災拠点、情報通信システムや各種サーバーを置く施設等への 

  非常用発電機の運転時間の延長の推進 

〇 公共施設の新設・改修時等にＷｉ－Ｆｉアクセスポイントの設置を検討す

る。 

〇 緊急時における情報取集・伝達体制の充実に向けた、音声放送端末機の設置

推進 

【重要業績指標】 
○ 公衆無線ＬＡＮの整備促進   Ｒ７ ９３％ → Ｒ８ ９５％ 
〇 データセンターへのサーバー設置率（クラウド式情報システム） 

                 Ｒ７ １００％ → Ｒ８ １００％ 

〇 無停電電源装置設置率（全サーバー） 

目標５ 情報通信サービス、電力等ライフライン、燃料供給関連 

施設、交通ネットワーク等の被害を最小限に留めるとと 

もに、早期に復旧させる 
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                 Ｒ７ １００％ → Ｒ８ １００％ 

【推進方針に基づく具体的な取り組み】 

◎ 市庁舎等施設での非常用発電機設置・発電容量適量化推進 

              （非常用発電機） （発電容量） 

・甲賀市役所（庁舎）      有      750KVA 

・土山地域市民センター     有         104KVA  

・甲賀地域市民センター     有       90KVA  

・甲南地域市民センター     有      31.5KVA 

・信楽地域市民センター     有       60KVA 

 ・大規模災害時に電力供給が断たれた場合に備えて、大型発電機を扱う企業と 

  「レンタル資機材の提供」に関する協定を締結 

 ・「災害時における石油類燃料の供給に関する協定」を締結 

 ・「エルピーガスに係る災害応援復旧に関する協定」を締結 

◎ 地域情報化推進事業 

◎ Ｊアラート保守点検業務 

 

（５－２）上下水道施設の長期間にわたる機能停止 

【推進方針】 
〇 水道ビジョンに基づき、上水道施設・管路の老朽化に伴う更新整備及び大規 

模災害に対応しうる耐震化の整備により、安定した水道水を供給できる体制

の強化 

〇 水道事業体との相互応援連携による給水体制の強化 

〇 給水事業の継続性、早急な復旧のための事業継続計画（ＢＣＰ）の策定実践 

〇 多様な主体（周辺自治体や企業等）との相互応援協定締結による、し尿処理 

体制の強化 

〇 浄化槽管理データの確立 

〇 下水道施設の耐震・減災対策の実施（調査実施・計画策定を含む） 

〇 県への情報収集、関係機関・部局等との協議を踏まえ、より実効性のある公 

共下水道業務継続計画（ＢＣＰ）の策定 

〇 公共下水道ストックマネジメント計画に基づく施設の長寿命化対策の実施 

〇 農業集落排水処理施設の機能強化及び公共下水道への接続切替えの推進 

（汚水処理機能の維持） 

【重要業績指標】 
〇 配水池の耐震化率   Ｒ７  ２４．７％ → Ｒ８  ２４．７％ 
〇 水道管路耐震化率   Ｒ７  １７．９％ → Ｒ８  １８．９％ 

〇 上水道業務継続計画（ＢＣＰ）策定率 

             Ｒ７   １００％ → Ｒ８   １００％ 

〇 浄化槽管理者情報（管理データ）の整備 
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   Ｒ７ 浄化槽台帳システム整備済→ Ｒ８ 浄化槽台帳システム整備済 

〇 下水道管渠の耐震化率 Ｒ７ ９１．６５％ → Ｒ８ ９１．８７％ 

〇 公共下水道業務継続計画（ＢＣＰ）策定状況 

             Ｒ７ 策定済 → Ｒ８ 策定済 

〇 排水処理機能維持の対象施設数 

             Ｒ７ ３施設＋２２施設 

→ Ｒ８ ３施設＋２１施設 

【推進方針に基づく具体的な取り組み】 

◎ 老朽管更新・耐震化事業 

・水口（水口他）地区 

・信楽（長野）地区 

・甲賀（相模他）地区 

・甲南（野田他）地区 

・土山（北土山他）地区 

◎ 水道施設等更新・耐震化事業 

 ・水口県水系、甲南県水系、甲賀県水系、土山第１・第２水源系、岩室水源系、

寺庄水源系、牧水源系、信楽第１・第２・第３水源系、信楽中央系、小川水

源系、多羅尾水源系 

◎ 滋賀県水道協会による市町連携（資機材情報データベース活用） 

◎ 事業継続計画策定事業（風水害・地震等対策） 

◎ 浄化槽台帳システムの整備 

◎ 防災・安全社会資本整備交付金事業 

・下水道施設地震対策計画の策定 

・管路、処理場、ポンプ場の補強・更新等 

◎ 公共下水道業務継続計画（網羅版）の策定 

◎ 防災・安全社会資本整備交付金事業 

・ストックマネジメント計画に基づく施設更新 他 

◎ 社会資本整備総合交付金事業 

・農業集落排水接続 他 

◎ 農村整備事業費補助事業 

・山内地区 他 

 

（５－３）太平洋ベルト地帯の幹線道路が分断する等、基幹的陸上交通ネットワ 

ークの機能停止による物流・人流への甚大な影響 

【推進方針】 
〇 国道１号の土山バイパス整備推進（国連携） 

〇 国道３０７号のバイパス整備推進（国・県連携） 

〇 名神名阪連絡道路の事業化推進（国・県連携） 

〇 道路整備基本計画等に基づく、幹線道路や生活道路の計画的整備 

〇 道路重要構造物である「橋梁・トンネル」の定期点検の実施 

〇 災害時等に輸送路となる幹線道路等の安全性向上（整備促進） 
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〇 橋梁長寿命化修繕計画に基づく橋梁修繕の実施、並びに計画の適宜改訂 

〇 公共土木施設災害の速やかな復旧の実施 

〇 子どもの移動経路安全プログラムに基づく合同点検の実施及び点検結果に 

基づく安全対策の実施 

〇 地籍調査事業の推進 

〇 国道整備の推進（国・県連携） 

〇 県道整備の推進（県連携） 

【重要業績指標】 
〇 道路整備基本計画等整備率（事業完了路線数／対象路線数） 
               Ｒ７  ３１％ → Ｒ８  ３１％ 
〇 橋梁定期点検数 Ｒ７ ６５９橋（３巡目）→ Ｒ８ ６５９橋（３巡目） 
〇 トンネル定期点検数  Ｒ５ ５箇所（３巡目） 

             ※４巡目点検はＲ１０に実施予定 

〇 橋梁長寿命化対策整備率  Ｒ７   ８％ → Ｒ８   ９％ 
〇 道路維持補修整備率    Ｒ７    ５％ → Ｒ８   ６％ 

〇 地籍調査実施面積（率）    Ｒ７ ５．１％ → Ｒ８ ５．２％ 
【推進方針に基づく具体的な取り組み】 

◎ 国道 1号の整備推進（国連携） 

・土山バイパス 

◎ 国道３０７号の整備推進（国・県連携） 

 ・信楽道路  

・長野バイパス 

◎ 名神名阪連絡道路の事業化推進（国・県連携） 

◎ 幹線道路・生活道路の計画的整備（道路整備基本計画等） 

・下山・柳瀬幹線 

・南土山・神線 

・次良九郎線 

・泉・北脇幹線 

・西名坂・中切線 

・水口北内貴線 

〇 防災・安全交付金事業 

・泉・下山幹線 

〇 社会資本整備総合交付金事業 

・虫生野希望ケ丘線 

・勅旨田代線 

・御輿道 

〇 道路メンテナンス事業補助 

・新町・貴生川幹線 

◎ 橋梁点検 

〇 道路メンテナンス事業補助 

・点検対象橋梁数６５９橋 

◎ トンネル 
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〇 道路メンテナンス事業補助 

・無名トンネル(新名神) 

・滝山田隧道 

・へつじ隧道 

・南山田隧道 

・松迫隧道 

◎ 橋梁修繕・計画の適宜改訂（橋梁長寿命化修繕計画） 

［橋長１５ⅿ以上の橋梁数：１７１橋］ 

〇 道路メンテナンス事業補助 

・野田橋 

・杣川大橋 

・宇川橋 

・久保橋 

・宇川・貴生川２号線１号橋 

◎ 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担金 

◎ 通学路合同点検及び各種緊急点検結果に基づく安全対策（市内一円） 

・防災・安全交付金事業 

◎ 地籍調査事業 

・貴生川②地区 

・水口④地区 

◎ 幹線道路等の安全性向上（整備促進） 

〇 市内１・２級道路数 １５０路線 

〇 防災・安全交付金事業 

・北脇・宇川線 

・山･下山幹線 

・樋下・綾野線 

・新町・貴生川幹線 

・頓宮片山線 

・水口工業団地線 

・新研臼線 

・春日・鈴幹線 

・池田中央線 

◎ 国道整備推進（国・県連携） 

・国道１号 

・国道３０７号 

・国道４２２号 

◎ 県道整備促進（県連携） 

・県道水口甲南線 

・主要地方道木津信楽線 

・県道山名坂線 

・県道水口竜王線 

・主要地方道甲賀土山線 

・県道増田水口線 

・主要地方道草津伊賀線 

・県道泉水口線 
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・県道杉谷嶬峨線 

・主要地方道東湯舟甲賀線 

・県道甲賀阿山線 

・主要地方道甲南阿山伊賀線 

・主要地方道土山蒲生近江八幡線 

・主要地方道栗東信楽線 

・県道貴生川停車場線 

・県道上馬杉野尻線 

・県道日野徳原線 

・県道鮎河猪鼻線 

 

 

 

 

 

（６－１）大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復興が大幅に遅れる事 

     態 

【推進方針】 
〇 災害廃棄物発生量の推計、仮置場、選別・処理方法等を定めた災害廃棄物処 

  理計画の適宜改定 

【重要業績指標】 
〇 災害廃棄物処理計画の策定 Ｒ７ 仮置場、集積所の分別・場内配置検討 

→ Ｒ８ 地域集積所の住民啓発方法の検討 

 

（６－２）貴重な文化財や環境的資産の喪失、地域コミュニティの崩壊等による

有形・無形の文化の衰退・損失 

【推進方針】 
〇 罹災時における罹災証明書発行の周知 

〇 罹災時における市税減免制度の周知 

〇 文化財における「保存活動・継承活動」の推進 

〇 自治振興会等による地域課題解決に向けた活動への支援（自治振興交付金） 

〇 外国人市民に対する防災情報の提供等、災害時支援体制の構築（国際交流 

協会等との連携） 

【重要業績指標】 
〇 指定文化財件数    Ｒ７ ２８８件 → Ｒ８ ２８９件 
〇 災害時多言語情報センター設置・運営訓練 
             Ｒ７  年１回 → Ｒ８  年２回 
【推進方針に基づく具体的な取り組み】 

◎ 罹災証明書発行（災害対策本部体制時） 

◎ 市税（国民健康保険税含む）の災害減免及び猶予 

目標６ 地域社会・経済が迅速かつ従前より強靭な姿で復興でき 

る条件を整備する 
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◎ 埋蔵文化財調査事業 

◎ 歴史資料調査事業 

◎ 民俗文化財調査事業 

◎ 記念物調査事業 

◎ 建造物調査事業 

◎ 地域遺産調査事業 

◎ 歴史文化普及啓発･交流事業 

◎ 文化財防災･防犯事業 

◎ 災害時多言語情報センターの機能強化 

◎ 自治振興交付金交付事業 

◎ まちづくり活動センター運営事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

 

 

 

第１節の結果を踏まえ、各施策を目的別にとらえた「施策分野別」の推進方針を、

次のとおりとします。 

 

 

 

【推進方針】 

〇 耐震性防火水槽の整備 

〇 消防車両・設備更新の継続実施 

〇 新規消防団員の確保、支援団員制度の普及 

〇 自助力・共助力の強化を目指した防災講座等の実施 

〇 災害時要支援者個別避難計画の作成推進（地域の見守り活動促進） 

〇 公共施設等総合管理計画及び個別施設計画に基づく、公共施設やインフラ 

資産の最適化・長寿命化等の推進 

〇 防災マップ（洪水ハザードマップ含む）の周知・活用 

〇 日常備蓄（ローリングストック方式）に向け、災害発生後３日分の非常用 

食料の備蓄の実施（地域に向けた啓発を含む）ＴＫＢの備蓄計画の作成 

○ ＴＫＢ備蓄計画の作成 

〇 防災拠点となる避難施設及び倉庫の整備 

〇 多様な主体との災害時応援協定締結の拡大推進 

〇 応援物資集積拠点の確保・整備 

〇 指定避難所（公共施設）の整備促進 

〇 公共施設を早期開設避難場所として風雨が激しくなる前に開設、地元集会所

等は自主避難場所として開設 

〇 災害規模や被災地ニーズに応じて受援が円滑に行われるよう、国・県の指針 

に基づいた具体的方策の検討 

〇 庁内における受援対策業務（８業務）の役割負担の明確化 

〇 自衛隊・警察・消防等との合同訓練の実施に向けた、関係機関との調整 

〇 業務継続計画に基づき、職員・執務環境・物資・情報及びライフライン等の 

「資源」に大きな制約がある状況下においても、実施すべき業務をあらかじ 

め特定し、業務の実施に必要な「資源」の確保や配分等についての検討 

〇 防災情報システム整備による情報一元化や、職員の状況認識の統一化（情報 

体制の構築） 

〇 公共施設の新設・改修時等にＷｉ－Ｆｉアクセスポイントの設置を検討する 

第２節 「施策分野別」における推進方針 

個別施策分野【行政機能／警察・消防等】 
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〇 緊急時における情報取集・伝達体制の充実に向けた、音声放送端末機の設置 

推進 

〇 全国瞬時警報システム、緊急速報メール整備推進（市公式ＬＩＮＥとの連携） 

〇 自主防災組織への活動支援（リーダー養成講座開催、防災備蓄品の充実） 

〇 拠点の整理統合と整備 

〇 甲賀市小中学校施設長寿命化計画に基づく学校の施設整備 

〇 甲賀市子育て支援施設整備方針及び甲賀市幼稚園・保育園施設長寿命化計画  

  に基づく保育園等の施設整備 

〇 自助力・共助力の強化を目指した防災講座等の実施 

〇 保育園等における防災マニュアル兼事業継続計画の適正管理（策定、改定、 

周知） 

〇 引き続き災害に強い安全な環境を維持するため、老朽化に対する維持管理を

進める 

〇 コミュニティセンターの施設整備 

〇 市庁舎等の防災拠点、情報通信システムや各種サーバーを置く施設等への 

非常用発電機設置と発電容量適量化の推進 

〇 公共施設の新設・改修時等にＷｉ－Ｆｉアクセスポイントの設置を検討する 

〇 新規に設置するサーバー等についても、クラウド式を基本とする 

〇 罹災時における罹災証明書発行の周知 

〇 罹災時における市税減免制度の周知 

〇 新規に設置する機器についても、確実に無停電電源装置を設置する 

〇 無停電電源装置の設置及びサーバーのクラウド化の推進 

○ 感染症対策をとった早期開設避難場所の開設運営訓練実施 

 

 

 

【推進方針】 

〇 公共施設等総合管理計画及び個別施設計画に基づく、公共施設やインフラ 

資産の最適化・長寿命化等の推進 

〇 公営住宅等長寿命化計画に基づく適正管理と用途廃止 

〇 既存建築物耐震改修促進計画に基づく耐震化促進及び吹付けアスベスト等

含有調査の支援 

〇 雨水渠や河川水路の計画的整備の実施 

〇 河川改修の整備促進（県連携） 

〇 河川の適正な維持管理の実施（県連携・市単独） 

〇 大戸川ダムの整備促進（国・県連携） 

〇 土砂災害危険箇所の整備に向けた、急傾斜地崩壊防止施設・砂防施設等の 

個別施策分野【住宅・都市】 
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  整備促進 

〇 公共土木施設災害の速やかな復旧の実施 

〇 公園施設長寿命化計画に基づく、公園施設の整備 

〇 土砂災害特別警戒区域内の既存建築物を対象に、土砂災害に対する構造耐力 

上の安全性を有していないものに対して、改修に必要な費用を支援する 

〇 宅地耐震化推進事業の実施 

〇 重要給水施設に接続する配水池の設備機能向上（緊急遮断弁の設置等） 

〇 水道事業体との相互応援連携による給水体制の強化 

〇 給水事業の継続性、早急な復旧のための事業継続計画（ＢＣＰ）の策定実践 

〇 公共下水道及び農業集落排水処理施設の整備が当分の間、見込まれない地域 

における合併浄化槽の設置整備の促進（適正な汚水処理の推進） 

〇 汚水処理施設の計画的な整備促進 

〇 水道ビジョンに基づき、上水道施設・管路の老朽化に伴う更新整備及び大規

模災害に対応しうる耐震化の整備により、安定した水道水を供給できる体制

の強化 

〇 多様な主体（周辺自治体や企業等）との相互応援協定締結による、し尿処理 

体制の強化  

〇 浄化槽管理データの確立 

〇 県への情報収集、関係機関・部局等との協議を踏まえ、より実効性のある公 

共下水道業務継続計画（ＢＣＰ）の策定 

〇 下水道施設の耐震・減災対策の実施（調査実施・計画策定を含む） 

〇 公共下水道ストックマネジメント計画に基づく施設の長寿命化対策の実施 

〇 農業集落排水処理施設の機能強化及び公共下水道への接続切替えの推進（汚 

水処理機能の維持） 

〇 文化財における「保存活動・継承活動」の推進 

 

 

 

【推進方針】 

〇 医療設備・機器等の耐震化 

〇 介護施設・障がい者施設等における耐震化の推進（啓発） 

〇 公共施設等総合管理計画及び個別施設計画に基づく、公共施設やインフラ 

資産の最適化・長寿命化等の推進 

〇 介護施設・障がい者施設等でのスプリンクラー設置運用の推進 

（定期点検、設置啓発） 

〇 医療施設における避難訓練の実施 

〇 県や各医療機関、医師会等各種団体と連携等による、災害時医療体制の充実 

個別施策分野【保健医療・福祉】 
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〇 災害拠点病院（公立甲賀病院）との連携 

〇 地域防災計画に基づく、災害時医療救護所の設置推進 

〇 医療用備蓄品の適正管理 

〇 災害時における在宅医療対応の啓発 

〇 災害時要支援者個別避難計画の作成推進（地域の見守り活動促進） 

〇 災害ボランティア活動支援に向けた体制の構築（社会福祉協議会連携） 

〇 子育て関連施設における避難訓練の実施（子育て支援センター、放課後児童 

クラブ、児童発達支援センター、保育園等） 

○ 災害時における健康相談体制の確立 

○ 難病患者等に対する避難情報の提供 

○ 平時から予防接種の推進 

○ 感染者発生状況の情報提供 

○ 感染症対策に必要な物資・資材の確保 

○ 介護施設等における非常用自家発電設備の整備、施設の老朽化に伴う大規模

修繕等の推進 

 

 

 

【推進方針】 

〇 公共施設等総合管理計画及び個別施設計画に基づく、公共施設やインフラ 

資産の最適化・長寿命化等の推進 

〇 経済団体等との協力・連携による、民間事業所（金融機関含む）に向けた 

事業継続計画策定支援及び普及活動の実施 

 

 

 

【推進方針】 
〇 公共施設等総合管理計画及び個別施設計画に基づく、公共施設やインフラ 

資産の最適化・長寿命化等の推進 

〇 鉄道施設の適正管理（定期点検、耐震化、老朽化対策等） 

〇 鉄道施設における災害対策訓練の実施 

〇 道路整備基本計画等に基づく、幹線道路や生活道路の計画的整備 

〇 災害時等に輸送路となる幹線道路等の安全性向上（整備促進） 

〇 道路重要構造物である「橋梁・トンネル」の定期点検の実施 

〇 橋梁長寿命化修繕計画に基づく橋梁修繕の実施、並びに計画の適宜改訂 

〇 国道整備の推進（国・県連携） 

〇 県道整備の推進（県連携） 

個別施策分野【産業】 

個別施策分野【交通・物流】 
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〇 国道１号の土山バイパス整備推進（国連携） 

〇 国道３０７号のバイパス整備推進（国・県連携） 

〇 名神名阪連絡道路の事業化推進（国・県連携） 

〇 子どもの移動経路安全プログラムに基づく合同点検の実施及び点検結果に 

基づく安全対策の実施 

 

 

 

【推進方針】 
〇 農地保全に係る地域活動への支援（多面的機能支払交付金事業の推進） 

〇 中山間地域における農地保全に係る地域活動への支援（中山間地域等直接支 

払交付金事業の推進） 

〇 ため池ハザードマップの作成・周知 

〇 現在および近い将来において、利用されていない ため池の廃止を検討 

〇 老朽化した農業用ため池の施設更新（県営事業） 

〇 老朽化した農業用施設の更新 

〇 国営防災事業で整備された施設（基幹水利施設）の適正な維持管理 

〇 里山林をはじめとする森林の適正な保全管理 

〇 市森林整備計画の「基幹路網の整備計画」に掲載されている林道の整備 

〇 林道の個別施設計画（長寿命化）に基づく橋梁点検と補修・更新整備 

〇 治山事業による山地災害の防止と森林の適正な保全管理 

〇 鳥獣被害の防除・軽減を目的とした地域ぐるみの取り組みの支援 

〇 公共施設等総合管理計画及び個別施設計画に基づく、公共施設やインフラ 

資産の最適化・長寿命化等の推進 

 

 

 

【推進方針】 

〇 地籍調査事業の推進 

〇 災害ハザードエリアにおける開発抑制 

〇 公共施設等総合管理計画及び個別施設計画に基づく、公共施設やインフラ 

資産の最適化・長寿命化等の推進 

 

 

 

【推進方針】 

〇 災害廃棄物発生量の推計、仮置場、選別・処理方法等を定めた災害廃棄物 

個別施策分野【農林水産】 

個別施策分野【国土保全・土地利用】 

個別施策分野【環境】 
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処理計画の適宜改定 

 

 

 

【推進方針】 

〇 公共施設等総合管理計画及び個別施設計画に基づく、公共施設やインフラ 

資産の最適化・長寿命化等の推進 

〇 コミュニティセンターの施設整備 

〇 市庁舎等の防災拠点、情報通信システムや各種サーバーを置く施設等への 

非常用発電機設置と発電容量適量化の推進 

〇 公共施設の新設・改修時等にＷｉ－Ｆｉアクセスポイントの設置を検討する 

〇 新規に設置するサーバー等についても、クラウド式を基本とする 

〇 新規に設置する機器についても、確実に無停電電源装置を設置する 

〇 無停電電源装置の設置及びサーバーのクラウド化の推進 

〇 罹災時における罹災証明書発行の周知 

〇 罹災時における市税減免制度の周知 

〇 災害時要支援者個別避難計画の作成推進（地域の見守り活動促進） 

○ 感染症対策をとった早期開設避難場所の開設運営訓練実施 

 

 

 

【推進方針】 

〇 公共施設等総合管理計画及び個別施設計画に基づく、公共施設やインフラ 

資産の最適化・長寿命化等の推進 

〇 甲賀市小中学校施設長寿命化計画に基づく学校の施設整備 

〇 甲賀市子育て支援施設整備方針及び甲賀市幼稚園・保育園施設長寿命化計画  

  に基づく保育園等の施設整備 

〇 コミュニティセンターの施設整備 

〇 鉄道施設の適正管理（定期点検、耐震化、老朽化対策等） 

〇 公営住宅等長寿命化計画に基づく適正管理と用途廃止 

〇 道路重要構造物である「橋梁・トンネル」の定期点検の実施 

〇 橋梁長寿命化修繕計画に基づく橋梁修繕の実施、並びに計画の適宜改訂 

〇 水道ビジョンに基づき、上水道施設・管路の老朽化に伴う更新整備及び大規

模災害に対応しうる耐震化の整備により、安定した水道水を供給できる体制

の強化 

〇 下水道施設の耐震・減災対策の実施（調査実施・計画策定を含む） 

〇 公共下水道ストックマネジメント計画に基づく施設の長寿命化対策の実施 

横断的施策分野【リスクコミュニケーション】 

横断的施策分野【老朽化対策】 
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〇 農業集落排水処理施設の機能強化及び公共下水道への接続切替えの推進（汚 

水処理機能の維持） 

〇 公園施設長寿命化計画に基づく、公園施設の整備 

〇 市森林整備計画の「基幹路網の整備計画」に掲載されている林道の整備 

〇 林道の個別施設計画(長寿命化)に基づく橋梁点検と補修・更新整備 

 

 

 

【推進方針】 

〇 防災マップ（洪水ハザードマップ含む）の周知・活用 

〇 防災情報システム整備による情報一元化や、職員の状況認識の統一化（情報 

体制の構築） 

〇 全国瞬時警報システム、緊急速報メール整備推進（市公式ＬＩＮＥとの連携） 

〇 浄化槽管理データの確立 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横断的施策分野【デジタル活用】 
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１．計画の推進 

 国土強靱化は、本市地域計画による取組みだけで実現できるものではなく、国土強靱

化基本計画や滋賀県国土強靱化地域計画、更には県内市町が作成する地域計画の取組み

とも連携させて、本市における国土強靱化を推進します。 

 

２．進行管理 

 進行管理においては、本市地域計画に基づく国土強靱化の取組みについて、甲賀市総

合計画実施計画の進捗度、更には外部環境の変化等を中心に、必要に応じてその進捗状

況を把握します。 

 

３．計画の見直し 

 本市地域計画は、進行管理において適宜見直すこととします。 

第５章 計画の推進と不断の見直し 


